
京都市青少年科学センター出札改札案内業務委託業者選定に係る提案要領

京都市青少年科学センター出札改札案内業務（以下，「委託業務」という。）を委託するにあたり，公募型プロポ

ーザル方式による企画競争選定により受託事業者を決定するため次のとおり提案を募集する。 

１ 名称等

（１） 名 称 京都市青少年科学センター出札改札案内業務委託 

（２） 所 在 地 京都市伏見区深草池ノ内町13 

（３） 施設概要 資料４「京都市青少年科学センターの概要」参照 

２ 委託業務内容 

（１） 出札（「入場料」と「プラネタリウム観覧料」（以下「入場料等」という。）の徴収及び収納事務）業務に関

すること。 

（２） 改札業務に関すること。 

（３） 館内案内業務に関すること。 

（４） その他車椅子貸出，取得物保管，相談・苦情対応等に付随すること。 

※ 詳細は，別紙仕様書のとおり。 

３ 委託期間 

平成３０年４月１日から平成３１年３月３１日まで

４ 委託金額の上限

金６，９９６，０００円（消費税及び地方消費税相当額含む。） 

５ プロポーザルの参加資格

参加事業者は，次の資格要件をすべて満たしていること。 

（１） 京都市契約事務規則第２２条第２項に規定する指名競争入札有資格者名簿（人材派遣）に登録されており，

参加招請書類の発送の日から契約締結の日までの間において，京都市競争入札等取扱要綱第２９条第１項

の規定に基づく競争入札参加停止の処分を受けていないこと。 

（２） 過去３年間において，受付・案内・接客業務に関する契約実績があること。 

（３） 請負業務として受託が可能であること。 

６ 参加手続等

（１） 提出書類・部数・期限

 参加事業者は，下記のとおり京都市青少年科学センターに書類を提出すること。 

№ 提出書類 部数 提出期限 

１ 参加意向確認書（様式１） １部 平成３０年２月２０日（火）午後５時まで 

２ 業務提案書（任意様式） ５部 

平成３０年２月２８日（水）午後５時まで ３ 業務提案書補助資料（任意様式） ５部 

４ 業務受託見積書（様式２） １部 

（２） 留意事項 

(ア)提案書類の作成および提出に係る費用は，事業者の負担とし，提出された提案書類は事業者に返却しない。 

(イ)提出された提案書類については，事業者の選定以外の用途で使用しない。 

(ウ)応募後に辞退する場合は，書面にて辞退届（任意様式）を提出すること。 

(エ)提出書類を本要領に定める提出期限，提出方法によらずに提出した場合，提出書類に記載すべき事項の全

部，もしくは一部が記載されていない場合，または不備がある場合は無効とする。 

（３） 提出書類作成に係る補足 

(ア)参加意向確認書（様式１） 

参加意志の有無に関わらず提出することとし，参加意志のある場合は持参すること。 
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(イ)業務提案書（参加意志がない場合は，提出不要） 

以下の評価項目に沿った提案内容を記載すること。 

Ａ３用紙を使用し，表紙を除き２０ページ（両面印刷であれば１０枚）以内に収めること。形式は自由とす

る。 

① 運営体制 

・ 配置人数が適切であること 

・ 役割分担や責任が明確であること 

・ 長期休業期間中やイベント等による繁忙開館日に円滑にサービスを提供できる運営体制が整備

され，工夫がみられること 

・ 欠員時の補充等のフォローが確実に実施できること 

・ 日常並びに定例の報告が適切であること 

② サービス提供 

・ 市民の科学に対する興味・関心を高め，自然科学の不思議さや面白さを体験する場として展開

している市民科学事業の趣旨を踏まえ，適切なサービスを提供すること 

・ 来館者に対する挨拶等の応対が徹底されていること 

・ 身体障害者，外国人，観光客等に対する特段のサービスや接遇に関する資格がある場合は提案

すること 

③ 従業員教育 

・ 従事前研修やブラッシュアップ研修等による従業員教育が適切に実施されていること 

・ 従業員に対し，防災や応急処置，救急救命等の研修や訓練が実施されていること 

④ 苦情処理・危機対応 

・ 苦情・トラブル等発生時に適切な対応ができること 

・ 事故や災害発生時の初動体制や避難誘導体制が確立されていること 

⑤ 金銭管理 

・ 京都市の公金収納受託者として，金銭の管理が適切であること 

⑥ 自由提案項目 

・ 仕様書に記載のない独自業務等があれば提案すること 

⑦ 京都市青少年科学センターについての知識 

・ 業務履行にあたり，京都市青少年科学センターの設置目的や業務内容が十分に理解されている

こと 

(ウ)業務提案書補助資料 

業務提案書補助資料として，次の内容が記載された資料を提出すること。形式は自由とする。 

① 企業または団体の概要（名称・代表者名・住所・連絡先電話番号及び電子メールアドレス，担当者

名）類似施設等での履行実績 

② 過去における類似施設等での同種業務履行実績 

(エ)業務受託見積書(様式２) 

① 提案に基づき委託金額の上限の範囲内で見積金額を記載し，提出すること。 

② 業務内容項目ごとの内訳を記載すること。 

７ 留意事項

（１） 下見

下見を希望する場合は，あらかじめ科学センターに問合せ，日時を調整の上，実施すること。

（２） 仕様書

仕様書は，業務委託業者選定に係る基本的事項を定めたものであり，契約締結にあたっては，提案内容を踏ま

え内容を変更する場合がある。

８ 配布資料（京都市青少年科学センター及び京都市教育委員会，京都市情報館掲載資料）

資料１：提案要領（参加意向確認書（様式１），業務受託見積書（様式２）含む）

資料２：仕様書

資料３：提案内容採点表

資料４：京都市青少年科学センターの概要（配置図等含む）



資料５：施設のごあんない

資料６：科学センターだより

９ 説明会の実施

本件募集内容について説明会（施設内見学を含む）を実施する。 

参加希望事業者は，参加表明書を提出のうえ，必ず参加することとする。 

なお，本件に係る質問は，説明会で受け付ける。 

（１） 実施日時   平成３０年２月２４日（土）午後１時から 

（２） 場所   京都市青少年科学センター 

１０ ヒアリングの実施

提案内容について，以下のとおり，提出書類に基づく個別ヒアリングを実施する。 

実施時刻等詳細については，電話または電子メールで連絡する。 

（１） 実施日時（予定） 平成３０年３月２日（金）（１社につき約６０分以内） 

（２） 場所   京都市青少年科学センター 

１１ 受託候補者の決定

（１） 選定方法 

選定内容採点表をもとに，提出書類及びヒアリング内容について審査を行い，最も高い評価を得た提案を行

ったものを受託候補者として選定する。 

なお，評価点が６０点以上であることを選定の条件とする。 

（２） 選定結果の通知 

選定結果は，平成３０年３月６日（火）前後に書類によって通知する。 

１２ 契約の締結

（１） 受託候補者の選定後，本市が提示する仕様書及び受託候補者の提案内容等を踏まえ，契約内容についての

協議を行い，契約条件について合意に達した後に委託契約を締結する。 

（２） 受託候補者と契約条件について合意に達しなかった場合は，本市と受託候補者は契約しないこととする。 

（３） 本業務に係る予算が成立しなかった場合は，本市と受託候補者は契約しないこととする。 

（４） 本業務に係る予算が，本プロポーザルにおいて受託候補者から提出された見積書に掲載された金額を満た

して成立しなかった場合は，本市と受託候補者において仕様書の内容等について協議するものとする。協議内

容によっては本市と受託候補者は契約をしないこととする。 

（５） 上記（２）～（４）いずれの場合においても，受託候補者は，生じた損害について，本市に請求すること

はできないものとする。 

なお，提出書類に虚偽の内容が含まれると認められる場合や受託候補者が提案書類提出の日から契約締結日まで

の間に，競争入札参加停止の処分を受けた場合は，失格とする。 

１３ スケジュール

内 容 日 時 

参加意向確認書の提出 平成３０年２月２０日（火）午後５時まで 

説明会の開催 平成３０年２月２４日（土）午後１時から 

業務提案書等の提出 平成３０年２月２８日（水）午後５時まで 

ヒアリング 平成３０年３月２日（金）時刻は別途通知 

受託候補者選定 平成３０年３月６日（火）前後 

審査結果通知 同上 

１４ 提出先及び問い合わせ先

〒６１２－００３１京都市伏見区深草池ノ内町１３ 番地 

京都市青少年科学センター （担当：長手・山本） 

ＴＥＬ：０７５－６４２－１６０１  ＦＡＸ：０７５－６４２－１６０５ 



（様式1） 

平成３０年２月  日 

（あて先） 京都市長 

企業（団体）名

所 在 地                 

代表者職名                 

代表者氏名                

電 話 番 号                 

担当者氏名                 

参 加 意 向 確 認 書 

下記業務に係る参加資格を有しており，業者選定について参加（します・しません）ので，業

務提案書及び見積書について提出（します・しません）。 

※カッコ内は該当しないものを二重抹消線で削除してください。 

記 

業務名：京都市青少年科学センター出札改札案内業務

＜参加資格条件＞（すべての条件を満たすことが必要です。）

1. 京都市契約事務規則第22 条第2 項に規定する指名競争入札有資格者名簿（人材派遣）に

登録されており，参加招請書類の発送の日から契約締結の日までの間において，京都市競

争入札等取扱要綱第29条第1項の規定に基づく競争入札参加停止の処分を受けていない

こと。

2. 過去 3 年間において，受付・案内・接客業務に関する契約実績があること。

3. 請負業務として受託が可能であること。



（様式２） 

平成３０年２月  日 

（あて先） 京都市長 

企業（団体）名

所 在 地                 

代表者職名                 

代表者氏名                

電 話 番 号                 

担当者氏名                 

業 務 受 託 見 積 書 

業 務 名：京都市青少年科学センター出札改札案内業務

契約期間：平成３０年４月１日から平成３１年３月３１日まで

標記業務に係る見積金額について，下記のとおり提出します。

記 

￥
百万円 千円 円

（ただし，消費税及び地方消費税は含む）

見積金額の積算根拠を示す積算内訳を別紙（Ａ４版）により添付すること。



京都市青少年科学センター出札改札案内業務委託仕様書

１ 総則

京都市青少年科学センター（以下，「科学センター」という。）における出札改札案内業務（以下，「本

業務」という。）について，以下のとおり定める。

（１） 科学センターは昭和４４年５月に開設されて以来，科学者精神を体得した将来の市民を育てる

ことを目的として「センター学習」・「教員研修・学校等支援事業」・「市民科学事業」の３つを柱と

する業務を行っており，本業務において委託する業務は展示場やプラネタリウム，屋外園等を広く

一般公開することを通じ，理科好きな子どもを育て，世代を問わない市民に科学への関心を高める

「市民科学事業」運営の根幹をなすものである。受託者は，本業務が市政運営上，極めて重要な業

務であるとの認識のもと業務を遂行すること。

（２） 年間を通じて幅広い世代の，多数の入館者への接客を行う上で，親切で丁寧な対応はもとより，

すべての来館者が快適な観覧時間を過ごすための環境を提供し，施設の公共性を認識しながら，科

学センターの円滑な運営に寄与すること。

（３） 受託者は，十分な人員を確保するとともに，受託前に業務習熟のための研修を行うなど，本業

務を円滑に遂行できるよう，万全の体制で対応すること。

（４） 本業務は，労働基準法，京都市契約事務規則，京都市会計規則，京都市会計規則事務取扱要項，

公金収納受託者の収納事務（業務マニュアル）等の関係法令を遵守の上，本仕様書に基づき誠実か

つ完全に遂行すること。

２ 業務対象施設

（１） 所在地 京都市伏見区深草池ノ内町１３番地

（２） 名 称 京都市青少年科学センター

３ 業務期間

平成３０年４月１日から平成３１年３月３１日まで

４ 業務日時

（１） 業務日

３の業務期間のうち京都市青少年科学センターの組織及び運営に関する規則第１条に規定する休館

日を除く毎日（年間３１４日）。

休館日（年間５１日）は，木曜日（木曜日が祝日の場合は翌平日）並びに年末年始（１２月２８日

～１月３日）であるが，次のとおり臨時休館日と臨時開館日を設け，臨時開館日は業務日とする。

(ア) 臨時休館日は，７月１１日（水），７月１３日（金） 

(イ) 臨時開館日は，４月５日（木），７月２６日（木），８月２日（木），８月９日（木），８月１６

日（木），８月２３日（木），８月３０日（木），１２月２７日（木），３月２８日（木） 

(ウ) 前述以外に開館または休館を設けることとなった場合は，状況に応じて対応すること。 

（２） 業務時間 

業務時間は，８時３０分から１７時００分とし，時間中は，業務が間断なく継続できるように配置

すること。 
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（３） 業務人員 

開館日に受託業務に従事する者（以下，「業務従事者」という。）の人員は業務時間を通じて，次の

とおりとし，必要に応じて増員対応することとする

(ア) 通常平日開館日（年間１９４日）…………常時１名以上 

(イ) 土，日及び祝日開館日（年間１１５日）…常時２名以上 

(ウ) 繁忙平日開館日（年間５日）………………常時２名以上（８月１３日～８月１７日） 

５ 業務内容

業務従事者は，日々の朝礼その他必要に応じて実施する打合せ等により，科学センター全体の状況

把握に努めた上で，科学センター展示場入口受付を中心とする展示場内において，次に掲げる業務を

遂行することとする。

また，遅くとも８時５５分までに，出札業務等開始準備を整えること。

（１） 出札業務

(ア) 出札時間

午前９時００分～午後４時３０分（入館は，閉館の３０分前まで）

ただし，開館時間前に出札希望者が多数待機している場合やイベント開催時等は，委託者と協議

の上，出札時間を繰り上げる等柔軟な対応を行うものする

(イ) 入場券の出札

委託者が設置する改札券売機を用いて，入場券やプラネタリウム観覧券の出札を行うこと

(ウ) 入場料等の徴収と収納

京都市青少年科学センター条例（以下，条例という。）に定める入場料等を徴収し，収納事務を行

うこと

(エ) 入場料等の返金

既納の入場料等で返金の必要が生じた場合は，出札訂正の上，返金を行うこと

(オ) 釣銭管理

釣銭の保管と管理を行うこと

(カ) 出札状況報告

 業務終了後，委託者に対し所定様式により出札状況を報告すること

（２） 改札業務

(ア) 入場料等減免確認業務

団体入場券を含む入場券や免除・減額申請書等の記載内容や申請と差異がないか確認すること

(イ) 再入場者確認業務

再入場希望者には，有効な入場券であることを確認した上で再入場を許可すること

(ウ) 配布物等の提供

イベント等により，入場者に対してリーフレット等の配布を行う場合があるので対応すること

(エ) 入館者数報告

業務終了後，委託者に対し所定様式により改札状況を報告すること

（３） 案内業務

(ア) 質問対応

入場者からのあらゆる質問に対し，丁寧かつ親切な対応を心がけること



(イ) 展示場等案内

入場者に対し，展示場配置や展示品イベント実施時刻等の案内を適切に行うこと

(ウ) 来館者取次

委託者に対する来客等の取次を行うこと

(エ) 拾得物・遺失物の受付及び管理業務

拾得物・遺失物の受付を行うこと

(オ) 車椅子・ベビーカーの貸出業務

入場者への車椅子・ベビーカーの貸出業務を行うこと

(カ) 掲示・配架物の整理補充等

受付付近の来館者に向けた掲示物や配布物を常に見やすく活用しやすいように整理整頓を心がけ

ること

(キ) その他

受付に設置する各種募金箱や備えつけ機器等の管理を適切に行うこと

（４） 安全管理業務

(ア) 受付付近での安全管理

受付付近における入場者の安全について十分留意することとし，車椅子利用者や年少者等に対し，

必要な支援を行うこと

(イ) 負傷等における応急処置

入場者が，怪我や疾病等により体調不良を訴えた場合は，応急手当に係る薬品等を提供し，必要

に応じて，保健室での休養や救急搬送等を委託者と連携のもと適切に行うこと

(ウ) 非常時等避難誘導補助

入館者の安全確保を第一に委託者とともに避難誘導補助を行うこと

(エ) 迷子対応

迷子への対応は，委託者と連携の上，迅速かつ適切に行うこと

６ 業務体制

（１） 受託者は，受託業務の遂行を総括する者（以下，「業務主任者」という。）を定めること。

（２） 受託者は，業務従事者を定めること。

（３） 受託者は，公金について業務主任者または業務従事者に収納させる場合は，出納員を委任する

旨の内規を定めること。

（４） 業務主任者は，常に業務全般を把握するとともに，業務従事者を指揮監督し，業務の円滑な遂

行に務めること。

（５） 業務主任者と業務従事者は，本業務の遂行に必要な知識と経験を豊富に有する者とすること。

（６） 業務従事者は，接客応対に必要な話術，接客術を会得した者とすること。

（７） 受託者は，本業務の遂行に必要なノウハウを確実に継承し，業務主任者及び業務従事者の変更

時においても業務の遂行に支障がないよう，事前及び業務中の教育を万全に行うこと。

（８） 受託者は，５の業務について，業務の実施に必要な人数の業務主任者及び業務従事者を配置し，

業務が間断なく円滑に行うこと。

（９） 受託者は，土曜・日曜・祝日等や長期休業期間中等の繁忙期において混雑が予想される場合，

増員を行うこと。



（１０） 受託者は，法令の定めるところにより，業務に支障がないよう，必要な休憩時間を交代で取得

させること。

（１１） 受託者はすべての業務において，苦情対応等を適切に行うとともに，委託者に口頭並びに文書

により報告を行うこと。

７ 被服等

（１） 業務主任者及び業務従事者は，本業務の遂行にふさわしい統一した服装を着用すること

（２） 業務主任者及び業務従事者は，入館者に不快感を与えないよう，常に身だしなみを整えること。

（３） 業務主任者及び業務従事者は，業務遂行中は名札を着用すること。

８ 業務管理

（１） 受託者は業務に関する報告事項及び引継事項等を記録した業務日報を提出するとともに，委託

者の要請があるときには，業務状況について報告を行うこと。

（２） 受託者及び業務主任者並びに業務従事者は，入館者等から受託業務に係る苦情等を受けたとき

は，速やかに委託者に報告を行うとともに，適切な措置を講じなければならない。

（３） 受託者は，業務の遂行に必要な記録，資料の作成及び収集を行い，適正に保存整理するととも

に，委託者の要請があるときは提出しなければならない。

（４） 受託者は，業務の着手に先立ち，月間勤務表を前月の２０日までに委託者に提出すること。

（５） 受託者及び業務主任者並びに業務従事者は，本契約中に知り得た業務上知り得た個人情報・知

識及び委託者の業務上の秘密等を漏らしてはならない。

９ 業務に係る費用の負担区分

（１） 委託者の負担

(ア) 業務遂行に必要な光熱水費

(イ) 事務机１台，事務椅子３脚，更衣ロッカーを貸与

（２） 受託者の負担

(ア) 業務主任者及び業務従事者の業務研修と習熟に掛かる費用

(イ) 業務主任者及び業務従事者の被服関係費用

(ウ) 業務遂行に必要な消耗品等

(エ) 業務主任者及び業務従事者の防暑，防寒及び防虫対策に要する費用

(オ) その他，本業務の遂行に伴う費用

１０ その他

（１） 当該契約における委託料の支払いは，委託者が毎月業務終了後，受託者からの適法な請求書の

提出を受け，業務委託料を毎月分割で支払うこととする。

（２） 本契約委託業務終了時に他の業者への引継ぎがある場合は誠実に対応すること。



Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ

1 運営体制

・配置人数が適正であること
・役割分担や責任が明確であること
・繁忙期の体制が明確であり，工夫がみられること
・欠員時補充が確実に実施できること
・日常報告等の定例報告が適切であること

15 12 9 6 3

2 サービス提供

・ 市民科学事業の趣旨を踏まえ，適切なサービスを提供する
こと
・ 来館者に対する挨拶等の応対が徹底されていること
・ 身体障害者，外国人，観光客等に対する特段のサービス
や接遇に関する資格がある場合は提案すること

15 12 9 6 3

3 従業員教育

・従事前研修やブラッシュアップ研修等による従業員教育が
適切に実施されていること
・防災や応急処置，救急救命等の研修や訓練が実施されて
いること

10 8 6 4 2

4
苦情処理
・危機対応

・苦情やトラブル発生時に適切な対応ができること
・事故・災害発生時の初動体制や避難誘導体制が確立され
ていること

10 8 6 4 2

5 金銭管理
・京都市の公金収納受託者として，金銭の管理が適切である
こと 10 8 6 4 2

6 自由提案
・仕様書に記載のない業務について，提案内容が優れている
こと

10 8 6 4 2

7
施設及び
業務内容の
知識と実績

・業務履行にあたり，京都市青少年科学センターの設置目的
や業務内容が十分に理解されていること
・類似施設での同種業務の履行実績から円滑な業務の履行
が期待できること

10 8 6 4 2

8 価格点 （委託金額の上限－見積額）／委託金額の上限×20

京都市青少年科学センター出札改札案内等業務委託　提案内容採点表

評価点：Ａ（きわめて良好）・Ｂ（良好）・Ｃ（普通）・Ｄ（やや不十分）・Ｅ（不十分または提案なし）

評価
評価項目 評価事項

20点満点

合計（提案内容80点　価格20点） １００点満点
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京都市青少年科学センターの概要

科学センターでは,昭和 44 年 5 月に開設されて以来,科学者精神を体得した将来の市民を育

てることを目的とし,(1)｢センター学習｣(2)｢教員研修・学校等支援事業｣(3)｢市民科学事業｣

の 3 つを柱として, 大学・産業界等の協力を得ながら，さまざまな取組を推進している。

今後，平成 31 年の設立 50 周年に向け，科学センターの魅力を高め，子どもたちや市民の

科学への興味・関心をさらに向上させるとともにより魅力ある施設となるような取組を推

進していく。

１ 施設概要（下記「平面図」参照）

所在地：京都市伏見区深草池ノ内町 13 
アクセス：京阪「藤森」駅下車西へ 400ｍ，地下鉄・近鉄「竹田」駅下車東へ１㎞

鉄筋コンクリート地上３階（一部５階）

■建築面積４，８２０㎡ ■延床面積９，６７４．７㎡ ■敷地面積１７，４０８㎡

２ 開館日等

開館時間：午前９時００分～午後５時００分（ただし，入館は閉館３０分前まで）

休館日：木曜日（祝日の場合は翌平日，長期休業期間中は開館），年末年始
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３ 展示場等概要（下記「展示品配置図」参照）

平成２８年度は，１１６，３３７人をお迎えし，そのうちプラネタリウム観覧者は，５

８，９７１人，親子ふれあいサイエンスルーム入場者は，２３，５９２人であった。

（１）展示場（２階・３階）

自然科学の基本に関する展示品（約１００点）を設置している。 

展示品は，来館者が体験を通じて，科学的な原理・原則を身に付け，科学的なも

のの見方・考え方を学べるよう工夫・考案（展示品に触れ，考えながら操作し，ま

た操作しながら考えを発展させることができる）したオリジナル展示品である。 

現在，平成３１年の科学センター設立５０周年に向けて，新規展示品を整備する

など充実を図っている。 

（２）プラネタリウム 

本市唯一のプラネタリウムは，成人や幼児等ターゲットを定めた特別番組の実施

やタイムリーなテーマによる自主製作番組，生解説による投映に定評があり，来館

者の約５０％（平成２８年度実績）が訪れる人気施設である。 

（３）親子ふれあいサイエンスルーム 

乳幼児と保護者が，科学的な遊具や本などを通じて，ふれあいながら，科学の不思

議さや面白さを体験し，興味・関心を高めるきっかけ作りとするとともに，親同士が

子育てに関する情報交換や交流を図る場として食堂跡を改修し，平成24年４月開設し

た。

保護者は科学センター入場料を要するが，入場料優待制度として，「親子でパスッ！」

を発行し，乳幼児を同伴する場合の4回目以降の入場料を無料（1年間有効）とする。



（４）屋外園

約４０種類の岩石や化石，約３００種類の樹木や四季折々の草花が見られ，昼食ス

ポットとしても人気があり，年間を通じて沖縄のチョウを観察できる「チョウの家」

や夏期限定で開設する「カブトムシの家」も多くの観覧者でにぎわう。

４ 入館者数等

●入場者

１日
あたり

１月
あたり

一般
（うち幼児）

※一般内数
中・高校生 小学生

4 26 268 6,958 5,073 1,737 224 1,661

5 27 326 8,791 6,324 2,283 266 2,201

6 25 325 8,129 5,768 2,051 485 1,876

7 27 475 12,825 9,415 3,371 301 3,109

8 31 619 19,184 12,952 4,351 625 5,607

9 25 410 10,241 7,824 2,923 166 2,251

10 27 391 10,545 6,454 2,215 236 3,855

11 26 387 10,052 6,495 2,362 588 2,969

12 23 220 5,069 3,904 1,478 202 963

1 25 302 7,557 6,081 2,480 205 1,271

2 24 331 7,942 6,297 2,569 225 1,420

3 27 335 9,044 7,066 3,016 298 1,680

年間 313 372 116,337 83,653 30,836 3,821 28,863

●プラネタリウム観覧者

１日
あたり

１月
あたり

一般
（うち幼児）
※一般内数

中・高校生 小学生

4 26 134 3,495 2,353 690 161 981

5 27 170 4,592 3,104 969 157 1,331

6 25 167 4,171 2,736 902 251 1,184

7 27 253 6,833 4,667 1,522 165 2,001

8 31 346 10,740 6,505 1,860 323 3,912

9 25 201 5,024 3,509 1,191 90 1,425

10 27 205 5,537 2,874 883 139 2,524

11 26 162 4,202 2,467 830 184 1,551

12 23 114 2,616 1,913 641 148 555

1 25 145 3,620 2,780 1,007 117 723

2 24 149 3,564 2,771 1,027 151 642

3 27 170 4,577 3,401 1,359 189 987

年間 313 188 58,971 39,080 12,881 2,075 17,816

観覧者数（人）

平成２８年度 月別入場者並びにプラネタリウム観覧者実績

観覧者内訳（人）

入場者内訳（人）入場者数（人）

月
開館
日数

月
開館
日数
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